
福岡県奨学金返還助成による中小企業人材確保支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、県内中小企業の若手人材確保に向けた経営支援のため、中小企業が行う奨

学金の代理返還や手当等の支給に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を

交付するものとし、その交付については福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則

第５号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）「中小企業」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に

規定する中小企業者をいう。 

（２）「本店」とは、登記事項証明書に記載されている本店をいう。 

（３）「奨学金」とは、教育機関における修学を支援するために貸与される学資金等のう

ち、次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金 

イ 地方公共団体、大学、民間企業、その他の団体や法人等が貸与する奨学金 

（４）「支援制度」とは中小企業が、就業規則や賃金規程など明文化された規定（以下「内

部規定等」という。）に基づき、奨学金を返還している従業員に対してその全部又は

一部を支援する目的で現金（口座振込によるものも含む。以下同じ。）を年１回以上

給付（以下「手当等」という。）すること、又は当該従業員に代わって奨学金の債権

者に対して年１回以上直接送金（以下「代理返還」という。）することにより、当該

従業員本人が主たる債務者となっている奨学金の返済に係る負担を軽減する制度を

いう。ただし、当該従業員が退職した場合に、当該従業員に対して既に支払われた手

当等又は代理返還額の全部又は一部の返還義務を負わせるものは除く。 

（５）「正社員」とは期間の定めのない雇用契約を企業と直接契約している従業員をいう。 

（６）「会計年度」とは、地方自治法第２０８条第１項に定める会計年度をいう。 

 

（補助事業） 

第３条 この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、中小企業が、

支援制度に基づき従業員の奨学金返還に係る負担を軽減する事業とする。 

 

（補助事業者） 

第４条 この補助金の交付対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号

をすべて満たす中小企業とする。 



（１）福岡県内に本店があること。 

（２）支援制度を設け、実施していること（実施することが決定している場合を含む。）。 

（３）福岡県暴力団排除条例（平成２１年１０月１９日福岡県条例第５９号)に規定する

暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（４）国、県または市町村が出資による権利を有する事業者でないこと。 

（５）補助金の申請を行う会計年度（以下「補助申請年度」という。）において、国及び

地方公共団体（福岡県を含む。）並びにその他民間団体等が実施する、中小企業への

奨学金返還支援を目的とした他の助成金等の交付を受けていないこと。（予定を含

む。） 

（６）県税の滞納その他の県に対する債務不履行がある等、補助金の交付が適当でないと

知事が認める事業者でないこと。 

 

（対象従業員） 

第５条 対象従業員は、補助申請年度において次の各号をすべて満たす者をいう。 

（１）補助事業者において、正社員として雇用されていること。 

（２）本人の名義で借り受けた奨学金を返還中、または返還開始予定であること。 

（３）勤務地が福岡県内の事業所であること。 

（４）役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。 

（５）補助事業者が個人事業主（実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。）

である場合においては、当該個人事業主と同居している親族でないこと。ただし、勤

務実態、勤務条件が対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く。 

 

（補助対象経費、補助額等） 

第６条 この補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事

業を実施するために必要な経費のうち、次の各号に掲げるものとする。 

（１）奨学金の債権者への代理返還額 

（２）対象従業員へ支払う手当等の額 

２ 補助額、補助率、会計年度の補助上限額は、別表のとおりとする。 

 

（補助対象期間） 

第７条 この補助金の交付対象となる事業の実施期間は、交付決定のあった時期に関わら

ず、交付決定のあった日の属する年度の、補助事業者ごとに最初の補助事業を行う月から

最後の補助事業を行う月までとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする者は、様式第１号に次に掲げる書類を添えて知



事に申請しなければならない。 

（１）履歴事項全部証明書（補助申請年度中に発行されたものに限る、個人事業主の場合

は開業届）の写し 

（２）中小企業であることが確認できる書類（従業員数が確認できる書類等、ただし、履

歴事項全部証明書に記載の資本金額で中小企業であることが確認できる場合は不要） 

（３）支援制度に係る内部規定等（就業規則、賃金規程等）の写し 

（４）対象従業員の雇用関係、雇用形態が確認できる書類（労働条件通知書、雇用契約書

等）の写し 

（５）対象従業員の勤務地が確認できる書類（労働者名簿等）の写し 

（６）対象従業員の返還額等が分かる書類（返還明細書等）の写し 

（７）補助金振込先口座情報が確認できる書類（通帳の写し等、ただし、既に県に口座登

録している場合は不要） 

（８）前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

 

（交付決定の通知） 

第９条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と

認めるときは、交付決定を行い、様式第２号により申請者に通知するものとする。 

 

（事業変更等の承認） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ様式第３

号により知事に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の申請があった場合は、その内容及び額について審査し、適当と認めたと

きは補助金の変更承認を行い、様式第４号により申請者に通知するものとする。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様

式第５号により知事に申請し、その承認を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の遂行又は支出状況について知事の要求があったとき

は、速やかに知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを

含む。）は、その日から１０日を経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日

までに様式第６号に次に掲げる書類を添えて、知事に報告しなければならない。 



（１）代理返還による支援の場合は、対象従業員に代わり、奨学金の返還額の全部又は一

部を代理返還した月ごとの実績が分かる書類の写し 

手当等による支援の場合は、給与明細書、賃金台帳など対象従業員に支給した手当等

の月ごとの実績が分かる書類の写し及び対象従業員が奨学金を返還したことを確認

できる書類の写し 

（２）前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

 

（補助額の確定等） 

第１４条 知事は、補助事業者から実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助

事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第１０条第２項に基づく変更承認をした

場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金の額を確定し、様式第７号により通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１５条 知事は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後に支払うもの

とする。 

２ 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、様式第８号を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

（交付決定の取消） 

第１６条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）この要綱に違反したとき。 

（２）知事が提出を求める書類等を期限内に提出しないなど、補助事業に関して、怠慢と

認められる行為を行ったとき。 

（３）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき、又は交付決定の内容やこれに付され

た条件に違反したとき。 

（４）補助事業や提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。 

（５）第１１条の規定に基づく補助事業の中止又は廃止承認があったとき。 

２ 前項の規定は、第１４条の規定に基づく額の確定があった後においても適用する。 

３ 知事は、交付決定の取消をする場合は、様式第９号により補助事業者へ通知するものと

する。 

 

（補助金の返還期限） 

第１７条 規則第１７条第１項及び第２項に規定する返還の期限は、当該返還命令の日か

ら２０日以内とする。 



（補助金の経理） 

第１８条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類その他補助事業の実施に関す

る必要な書類を整備して、補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなけ

ればならない。 

 

（帳簿書類の検査等） 

第１９条 知事は、必要に応じて補助事業者に報告を求め、補助事業に係る帳簿及び証拠書

類その他補助事業の実施に関する必要な書類や物件を検査できるものとする。 

 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度から令和１１年度までの補助金に

ついて適用する。 

 

 

 

別表 

補助額 １ 代理返還による支援の場合は、当該会計年度中に奨学金

の債権者へ代理返還した額に補助率を乗じた額 

２ 手当等による支援の場合は、当該会計年度中に支払った

以下の（１）、（２）のいずれか低い額に補助率を乗じた額 

（１）対象従業員が返還した奨学金の額 

（２）補助事業者が支援制度に基づき給付した額 

補助率 １／２以内 

会計年度の補助上限額 ５０万円 

 


